
日頃より当施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。
定期券については、原則として有効期限の延長はできませんが、下記の状況に限り
延長対応を受け付けます。
定期券の購入をご検討されるお客さまは、あらかじめご承知おきいただきますよう
お願いいたします。

板橋区スポーツ振興課・区立体育施設指定管理者　東京ドームグループ

定期券の延長に関するご案内

【延長対象】

　・　定期券を購入した施設の設備故障等により、５日間以上休場となる場合。
　　※年末年始や区イベント等に伴う延長対応は行わない。

【延長期間】
　・　休場した日数を定期券の終期に延長する。

【適用開始日】

令和８年１月５日（月）　購入分より

【高温水用】

【掲示期間】　2025.12.25～2026.7.6


